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軽自動車税の減免制度 問 市役所税務課　☎ 055-948-2918

　身体などに障がいのある人や、身体障がい者用の軽自動車が
対象です。減免は、障がい者 1人につき 1台に限ります。
　また、普通自動車と重複して減免を受けることはできません。

軽自動車税の減免対象車両
・障がい者本人が所有し、かつ、使用する軽自動車
※所有とは、生計を共にする人が所有する場合も含む
※ 使用とは、生計を共にする人、または常時介護する人が
使用する場合も含む

・車両構造が身体障がい者用の軽自動車

平成 30年度　軽自動車税減免申請を受け付けます
申請期間／ 5月 7日（月）～ 31日（木）
　　　　　※土・日を除く
申請場所／税務課（伊豆長岡庁舎 1階）
　　　　　※ 各支所では受付できません。

持ち物／
　 ①障害者手帳など②車検証③運転する人の運転免許証
　 ④認印⑤対象車両所有者のマイナンバーカードまたはマ
イナンバー通知カードと本人確認書類（運転免許証など）

そ の他／平成 29年度に軽自動車税の減免を受けている人で、車両の廃車や名義変更
などを行っていない場合は、4月下旬に「現況報告書（減免申請書）」を送付します。
※ 持ち物や対象となる障がいの範囲などについての詳細は、直接問い合わせください。
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月 日 会場 対象地区
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5 月 8 日（火） 古奈公民館 墹之上、古奈

9日（水） 天野公民館 天野、富士見

14 日（月） 長岡区民館 長岡、花坂

21 日（月） あやめ会館 小坂、長瀬、戸沢

23 日（水） 江間防災センター 谷戸、仲之台、鳥打、珍野

28 日（月） 江間防災センター 町屋、大北、千代田、長塚

韮
山
地
区

30 日（水）韮山農村環境改善センター 金谷、山木、土手和田

31 日（木） 多田公民館 多田、長崎

6月 11 日（月） 韮山生涯学習センター 奈古谷、大仙

13 日（水） 原木公民館 原木

14 日（木） 四日町公民館 四日町

18 日（月） 中條公民館 寺家、中條

25 日（月） 南條区民ホール 南條

27 日（水） 中区公民館 立花台、中、内中

7月 2日（月） 高原公民館 高原

4日（水） みどり区自治会館 みどり

大
仁
地
区

9 日（月） 中島防災センター 吉田、中島、神島

11 日（水） 大仁公民館 大仁

17 日（火） 三福公民館 三福

18 日（水） 田京公民館 田京

23 日（月） 御門防災センター 御門、白山堂

30 日（月） 守木公民館 守木、立花

8月 6日（月） 宗光寺公民館 宗光寺、星和

8日（水） 田中山公民館 田中山

20 日（月） 浮橋公民館 下畑、浮橋、田原野、長者原
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問 市役所管財営繕課　☎ 055-948-1429

市有地を売却します
　市では、今回 1カ所の市有地を一般競争入札により売却します。購入を希望す
る人は、期間内に入札参加申し込み手続きをしてください。入札後即時開札し、
最低売却価格以上で最高価格入札者が落札者となります。

入札の日時／ 5 月 24 日（木）14：15から
入札の場所／伊豆長岡庁舎 3階　第 1会議室
最低売却価格／ 68,722,000 円
申し込み期間／ 4 月 2日（月）～ 27日（金）
　　　　　　　  9：00 ～ 17：00
　　　　　　　（12：00～ 13：00を除く）
申し込み方法／管財営繕課窓口で申し込み
必要書類／ 入札参加申込書（応募要領書式）、
　　　　　 個人は住民票、法人は登記簿謄本
　　　　　（登記事項証明書）
※ 応募要領や申込書などの必要書類は、管財営
繕課窓口、市ホームページで入手できます。
また、説明会などは行わず、現状有姿で引き
渡します。詳細は応募要領をご確認ください。

大仁駅

県道大仁停車場線
売却する市有地

至大仁橋→

  伊
 豆
  箱
   根
    鉄
     道
       駿
         豆
           線

売却する市有地／
　大仁字砥取50番 20（宅地：2,268.06㎡）


